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ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
裁
判
外
の
紛
争
処
理

野

村

美

明

は
じ
め
に

本
稿
は
、
一
九
九

0
年
度
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
講
演
要
旨
で
あ
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
際
に
示
さ
れ
た
会
員
諸
氏
の
貴
重
な
御
意
見
、

お
よ
び
そ
の
後
の
進
展
、
特
に
ア
メ
リ
カ
社
会
の
訴
訟
化
傾
向
に
関
す
る
論
争
の
一
層
の
広
が
り
を
考
慮
し
て
、
不
十
分
な
が
ら
寸
注
」
お

よ
び
「
あ
と
が
き
」
を
つ
け
加
え
て
い
る
。
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シンポジウム

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

A
D
R
運
動
の
背
景

ア
メ
リ
カ
は
訴
訟
社
会
だ
と
い
わ
れ
る
。
日
本
で
も
、

ア
メ
リ
カ
で
多
発
す
る
訴
訟
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
企
業
は
数
え
き
れ
な
い
。
日
本

い
わ
ゆ
る
ロ
ン
グ
・
ア
ー
ム
法
と
い
う
州
の
裁
判
管
轄
を
広
く
認
め
る
法
律
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
法
廷
に
引
き
出
さ
れ

る
か
ら
、
決
し
て
安
心
で
き
な
い
。
最
近
で
は
、
『
訴
訟
社
会
ア
メ
リ
カ
』
と
い
う
よ
う
な
書
物
が
新
書
と
し
て
出
版
さ
れ
る
ほ
ど
、
日
本
で

(2) 

も
こ
の
問
題
に
対
す
る
一
般
的
な
関
心
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

国
内
に
い
て
も
、

ア
メ
リ
カ
の
学
者
や
各
界
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
達
は
、
「
法
的
爆
発
」
や
「
裁
判
所
の
危
機
」
と
い

う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
、
訴
訟
の
コ
ス
ト
の
増
大
と
遅
延
が
、
市
民
の
正
義
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
妨
げ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
始
め
た
。
こ

の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
伝
統
的
な
勝
ち
負
け
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
当
事
者
対
立
的
な
プ
ロ
セ
ス
よ
り
も
、
参
加
的
、
協
力
的
問
題
解
決
方
法

が
個
人
に
と
っ
て
も
、
社
会
に
と
っ
て
も
望
ま
し
い
も
の
だ
と
い
う
見
方
が
有
力
に
な
っ
て
い
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
な
〉
-
丹
mMER-40

一
九
七

0
年
代
の
半
ば
か
ら
、

口
一
回
開
】

Z
Z
H
N
O
m
o
E昨
日
。
ロ
ョ
す
な
わ
ち
「
裁
判
に
代
わ
る
紛
争
処
理
」
(
以
下
「
A
D
R
」
と
い
う
)
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
は
、
訴
訟
の
増

加
に
よ
り
裁
判
の
機
能
不
全
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
認
識
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

注
(
1
)
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
も
と
も
と
一
般
的
に
政
治
や
企
業
生
活
に
お
い
て
法
律
的
処
理
を
優
先
す
る
傾
向
が
強
く
、
こ
の
意
味
で
は
ア
メ
リ

カ
社
会
に
は
相
当
以
前
か
ら
リ
l
ガ
リ
ズ
ム
の
伝
統
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
法
律
的
処
理
の
行
き
過
ぎ
が
訴
訟
の
増
大
に
起
因
す
る
社

会
的
デ
メ
リ
ッ
ト
と
結
び
付
け
ら
れ
て
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
九
七

0
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
(
旧
)
西
ド
イ
ツ
も
か
ね
て
か
ら
訴
訟
社
会
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
一
九
七
五
年
か
ら
一
九
八
九
年
ま
で
の
聞

に
ビ
ジ
ネ
ス
関
連
訴
訟
が
爆
発
的
に
増
加
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
社
会
の
訴
訟
化
度
の
単
純
な
国
際
的
比
較
は
で
き
な
い
。
し
か

し
、
不
法
行
為
関
連
訴
訟
に
つ
い
て
事
件
類
型
ご
と
に
英
米
比
較
を
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
ア
テ
ィ
ア
に
よ
る
研
究
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
分
野
に
お
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アメリカにおける裁判外の紛争処理

け
る
ア
メ
リ
カ
で
の
訴
訟
の
激
化
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

台

a
s
n
G送、応対
d
u
h

。S
F
呂∞吋

U
C同
開
門
〉
巧
』
。
己
同
Z
〉戸
H
C
O
N
・

(2)
長
谷
川
俊
明
『
訴
訟
社
会
ア
メ
リ
カ
』
(
一
九
八
八
)
参
照
。

(
3
)
学
者
の
も
の
と
し
て
は
、
]
国
・
∞
R
Z
P
同w
s
s
h同
H
b
h
h
m
h
Q門
岡
弘
守
的
N.0司
F
N吋
ω
、HJ〉
Z
E
E
)
廿
戸
当
閉
山
開
〈
局
者
目
白
吋

(HU叶印
)w
回
冨
同
ロ
ロ
E
m
w

国可℃町吋]巾凶目的一。ロ円一
Z
白同一。ロ白】口町田町山田
P
2
z
o
E，E

S
∞寸何回
z
d
z
-〈
何
刃
包
叶
Jへ
戸
〉
羽
田
山
開
〈
日
開
巧
言
叶
(
昌
司
)
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
当
時
の
合
衆

国
最
高
裁
長
官
パ

l
ガ
ー
に
よ
る
、

4〈
・
切
切
R
m巾♂』
1
S
4
3ミ
町

hHNwmN守
宅
ミ
プ
∞
∞
〉
玄
】
凶
E
E
Z
切
〉
同
〉
印
印
o
n
z
d
c
z
』。
C
同
Z
〉「

N
=

(冨∞
N)w
お
よ
び
当
時
の
ハ

l
ヴ
ァ

l
ド
大
学
学
長
ボ

l
ク
に
よ
る
、

U-
∞
o
w
-
hお
さ
お
さ
HHH
“b
砂町
-qSHSH何
人
山
内
ミ
.H帆
町
民
九

h
g除
ミ
。
N
q
h町hhN~

めい
G
尽
き
wω
∞、
H，F
巾
河
内
n
o
a
w
〉
n
o
n
-白
色
。
口
。
同
庁
『
何
回
同
吋
。
内
同
町
m
c
q
a
z巾当

J円。吋
W
H
N
Z
W
』出口

iHり巾
σ
-
u
E∞
ω・
吋
叩
℃
ユ
ロ
志
向
凶
山
口
円
・

関〉
Z
。
ョ
↓
N
-
h
E何
回
〉
z
u
Z〉吋同国円〉戸印

O
Z
〉
口
E
Z
K戸
叶
弓
何
回
m
Z吋
何
回
日
。
F
C
H
，-cz-ωωω
品
(
同
富
山
)
参
照
。

(
4
)

一
九
七
六
年
に
は
「
司
法
運
営
に
対
す
る
一
般
的
不
満
の
原
因
に
関
す
る
会
議
」
、
い
わ
ゆ
る
「
バ
ウ
ン
ド
会
議
L

が
合
衆
国
司
法
会
議
、
州
最

高
裁
長
官
会
議
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
法
曹
協
会
の
共
催
で
催
さ
れ
、

A
D
R
が
テ

l
マ
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
年
同
君
・
開
・
∞
ロ
円

mqw

h
h
g
h
H
b
」
守
包
c
c
k
p
b・
ヘ
同
~
く
内
向
、
守
『
守
臼
尽
き
ミ
N.hhs町民
h
eミ匹
C
F
弓
司

-m-
ロ・

8γ
川町町内

a
p
c
m，・
ω
自己目円唱

5
3
.
m
R
S
C
¥
同)札「替え町

、
さ
円
hhhN.ぷ
♂
吋
c
m
J
H
N
-
U
-
H
H
H
・
さ
ら
に
、
樫
村
志
郎
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
民
事
紛
争
解
、
決
の
た
め
の
課
題
」
自
由
と
正
義
四
一
巻

四
号
五
四
頁
こ
九
九

O
)
参
照
。

り

ω
・〉片山可田町
f
M
3
cミ
hhNNh」

QWHh同
HF同
み
凡
な
『
噌
悼
む
た
ミ
h
~
ω
r
u
s
m
h
S
A
m
e
-
h
s
m下

主
要
な

A
D
R
の
方
法
と
特
徴

ア
メ
リ
カ
で

A
D
R
の
方
法
の
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
第
一
に
仲
裁

(
R
E
C・
丘
町
。
ロ
)
、
第
二
に
調
停

(
E
a
-
E
Z
D
)
、

第
三
に
交
渉
(
ロ
認
。
丹
訂
正
。
ロ
)
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
つ
ぎ
の
点
で
裁
判
に
よ
る
紛
争
処
理
と
比
較
さ
れ
る
。
①
参
加
は
自
主
的
な
も
の
か
、

②
紛
争
当
事
者
が
行
う
か
、
そ
れ
と
も
弁
護
士
に
代
理
さ
せ
る
か
、
③
決
定
が
紛
争
当
事
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
第
三
者
に

よ
る
か
、
④
利
用
さ
れ
る
手
続
き
が
フ
ォ
ー
マ
ル
か
、
ま
た
は
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
か
、
⑤
決
定
の
た
め
の
根
拠
が
法
律
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ

以
外
の
基
準
か
、
⑥
決
定
さ
れ
た
結
果
を
強
制
的
に
執
行
で
き
る
か
ど
久
料
。

(
1
)
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シンポジウム

裁
判
と
も
っ
と
も
か
け
離
れ
た
特
徴
を
有
す
る
の
が
交
渉
で
あ
る
。
交
渉
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
多
様
な
形
態
が
あ
る
が
、
交
渉
に
よ

る
紛
争
処
理
の
基
本
型
は
次
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
参
加
は
自
主
的
で
あ
り
、
紛
争
当
事
者
同
士
で
交
渉
が
進
め
ら

れ
、
最
終
決
定
は
紛
争
当
事
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
決
定
に
至
る
手
続
き
は
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
で
あ
り
、
決
定
は
法
律
以
外
の
基
準
に
基

づ
い
て
な
さ
れ
、
そ
の
決
定
内
容
は
当
事
者
の
任
意
の
履
行
に
委
ね
ら
れ
る
。

調
停
は
、
基
本
的
に
は
、
公
平
な
第
三
者
が
、
当
事
者
間
の
自
主
的
な
問
題
解
決
を
促
進
す
る
た
め
に
、
解
決
案
の
提
示
を
す
る
等
の
助

力
を
す
る
こ
と
を
い
う
。
日
本
で
は
調
停
と
い
う
と
家
事
調
停
に
代
表
さ
れ
る
裁
判
所
付
設
の
調
停
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
ア
メ
リ
カ
で

は
各
地
に
多
数
所
在
す
る
近
隣
ジ
ヤ
ス
テ
イ
ス
・
セ
ン
タ
ー
の
よ
う
な
地
域
的
な
紛
争
処
理
機
関
が
裁
判
所
と
は
一
応
独
立
し
て
行
う

EEau巴
O
ロ
ョ
も
盛
ん
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
手
続
き
の
フ
ォ
ー
マ
ル
度
や
第
三
者
の
関
与
の
積
極
性
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、

EEau-

氏
。
ロ
ミ
は
一
般
的
に
は
日
本
の
調
停
と
斡
旋
の
両
方
を
含
ん
だ
概
念
と
い
え
る
。

仲
裁
、
調
停
お
よ
び
交
渉
の
う
ち
で
、
仲
裁
が
裁
判
に
最
も
近
い
特
質
を
備
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
仲
裁
が
私
設
法
廷
と
い
わ
れ
る

こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
他
の
西
欧
諸
国
と
同
様
、
ア
メ
リ
カ
で
も
仲
裁
が
国
家
裁
判
所
の
裁
判
に
代
わ
る
紛
争
処
理
方
法
す
な
わ
ち

A
D
R
の
基
本
型
で
あ
る
。
日
本
で
は
仲
裁
は
お
そ
ら
く
最
も
不
人
気
な
方
法
で
あ
り
(
さ
ら
に
、
民
事
訴
訟
法
の
仲
裁
に
関
す
る
規
定
も

ド
イ
ツ
か
ら
の
輸
入
品
で
あ
っ
た
)
、
仲
裁
の
研
究
も
、
内
在
的
な
必
要
性
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
国
際
的
な
仲
裁
ブ

1
ム
に
呼
応
し
て
推
進

さ
れ
て
き
た
感
が
強
い
。

北法42(4・110)1068

以
上
の
よ
う
な
仲
裁
、
調
停
お
よ
び
交
渉
の
方
法
と
、
裁
判
で
用
い
ら
れ
る
方
法
が
様
々
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
レ
ン
タ
・
ジ
ヤ
ツ
ジ
(
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
・
ジ
ヤ
ツ
ジ
ン
グ
)
(
裁
判
所
が
、
継
続
中
の
訴
訟
を
当
事
者
の
選
択
し
た
第
三
者
l
多
く
は
有
能
な
元
裁
判
官
|
に
付
託
す
る

方
法
)
や
ミ
ニ
・
ト
ラ
イ
ア
ル
(
企
業
間
紛
争
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
方
法
で
、
裁
判
官
な
ど
の
公
平
な
第
三
者
の
指
揮
の
も
と
で
、
簡
易
な

手
続
に
よ
り
当
事
者
双
方
が
主
張
を
出
し
合
い
、
そ
の
後
に
和
解
交
渉
を
行
う
も
の
)
な
ど
の
方
法
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。



A
D
R
の
方
法
は
、
連
邦
ま
た
は
各
州
の
裁
判
所
に
お
い
て
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
伝
統
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た
和
解
の
方
法
の

ほ
か
に
、
調
停
あ
る
い
は
仲
裁
に
よ
る
処
理
方
法
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
裁
判
所
も
で
て
き
て
い
る
。
一
九
七
六
年
以
降
急
速
に
発
展
し

た
A
D
R
の
制
度
と
し
て
、
「
近
隣
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
・
セ
ン
タ
ー
L

が
あ
る
。
こ
の
種
類
の
組
織
は
全
米
に
多
数
存
在
し
、
各
地
域
に
よ
っ
て

名
称
、
形
態
も
様
々
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
裁
判
所
か
ら
組
織
的
に
独
立
し
、
裁
判
所
や
警
察
、
検
察
官
か
ら
事
件
の
送
付
を
受
け
る
と

い
う
か
た
ち
を
と
る
こ
と
が
多
い
。

(
2
)
 

A
A
A
と
い
う
略
称
で
知
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
仲
裁
協
会
(
〉

E
R
W
S
〉
吾
首
釦
l

z
g〉
g
c巳
巳
吉
ロ
)
が
有
名
で
あ
る
。
一
九
二
六
年
に
設
立
さ
れ
た

A
A
A
は
、
商
事
、
労
働
、
交
通
事
故
仲
裁
か
ら
国
際
商
事
事
件
ま
で

を
扱
う
大
規
模
な
全
国
的
組
織
と
な
っ
て
い
る
。

A
A
A
は
既
に
一
九
七
五
年
に
三
万
七
五

O
O件
の
各
種
事
件
を
処
理
し
て
い
叫
。

伝
統
的
な
A
D
R
の
代
表
で
あ
る
仲
裁
の
分
野
で
は
、

A
A
A
は
、
富
士
通
と

I
B
M
の
特
許
紛
争
を
解
決
し
た

ア
メ
リ
カ
そ
の
他
の
西
欧
諸
国
で
は

(
と
い
う
全
面
広
告
を
全
紙
に
掲
載
し
た
)
こ
と
で
、
日
本
で
も
一
躍
有
名
に

アメリカにおける裁判外の紛争処理

(
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
に
本
部
の
あ
る

I
C
C
(
国
際
商
業
会
議
所
)
や
ロ
ン
ド
ン
仲
裁
裁

判
所
の
よ
う
に
)
有
名
な
仲
裁
機
関
が
競
い
あ
っ
て
お
り
、
こ
の
か
げ
に
は
、
大
き
な
仲
裁
事
件
を
手
が
け
る
こ
と
は
仲
裁
人
に
対
す
る
膨

な
っ
た
。

大
な
手
数
料
を
約
束
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
仲
裁
関
係
人
の
お
と
す
利
益
に
よ
っ
て
実
際
に
仲
裁
が
行
わ
れ
る
地
域
も
大
い
に
潤
う
と
い
う

事
情
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「
東
京
仲
裁
L

を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
理
由
が
こ
こ
に
も
あ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

注
(
5
)
ω
巾
巾
河
巾
句
。
吋
件
。
同
門
町
巾
出
向
凶
町
。
門
司
白
ロ
巾
]
。
ロ
ロ
山
田
匂
己
同
町
河
巾
由
。
]
ロ
巴
。
口
出
口
己
司
ロ

σ-rHMO--nMご
同
】
同
・
巾
円
】
白
『
巾
己

σ可
仲
町
巾

Z
由
巳
。
口
出
]
同
ロ
由
巳
芦
田
仲
巾
向
。
吋

U
Z
H】ロ
Z
H
N巾
由
。

-z巴
O
P
0
2
0
σ
巾円

HU∞
ω・
吋
巾
円
)
江
口
門
巾
己
宮
間
〉

Z
C
当
-
4
N
W
話

、

ミ

ロ

O門巾

ω
同門

ω
ω
c
w
日
出
(
冨
∞
印
)

(6)
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
質
疑
の
な
か
で
;
5色
一
回
忌
)
ロ
3

と

2
8ロロニ
E
Zロ
ョ
を
ど
う
区
別
す
る
か
が
話
題
に
な
っ
た
。
厳
密
に
は

E
B巾
岳
山

H
5ロ3
は

北法42(4・111)1069 



シンポジウム

な
円
。
ロ
門
医
白
円
。
ロ
ョ
よ
り
も
フ
ォ
ー
マ
ル
で
第
三
者
の
関
与
も
積
極
的
な
も
の
を
指
す
と
さ
れ
る
の
で
、
E
n
o
ロ
ロ
ロ

E
Zロ
ョ
が
日
本
の
斡
旋
に
当
た
る

と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
で
は
互
換
性
の
あ
る
概
念
と
さ
れ
る
。
労
働
調
停
に
関
し
て
、

]
ω

冨

czbrdコ
〉
・

ω
-
m〉
c
h
w
同

司

ω出
回
忌
〉
Z
-

HUMNO自
由
自
宅
己
目
的
可

C叶
開
児
何
回

OFC
↓5
2・
H
，
E
H
Z
E
C司
戸
〉
者
ペ
何
回
印

ω
g
l
ω
S
(
E
S
)
参
照
。
一
般
的
に
は
、
吉
村
徳
重
「
裁
判
外
紛
争
処

理
の
動
向
と
そ
の
分
析
L

法
政
研
究
五
一
巻
三

U
四
合
併
号
七
一
一
頁
以
下
、
七
一
八
頁
(
昭
和
六

O
年
)
参
照
。

(
7
)

一
般
的
に
、
ペ

-
Z
O
B
R
P
智
さ
町

h
畑
、
向
島
ミ

FF町
内
宮
ミ
向
。
さ
さ
町
可
門
主
人
山
み
た
S
H
N
S
守
」
e
s
g
h
n。
込
。

S
S
E
-
E
Jヘ回目白
E
E
-
-

何
回
閉
門
出
口
仏
巧
巾
印
門
戸
高
丘
一

3
日目。印

C
U
E
S
-ロ
E
u
g
w
〉
R
F
Z
E円
周
巾
円
伊
丹
∞

I
s
a
r
N
E匂
町
一
-
。
由
。
吾

-
0
2
m
ω
3・
∞
包
宮
内
同

Z
乙
O

参
照
。

(8)
裁
判
所
に
お
け
る

A
D
R
に
つ
い
て
は
、

ω円}oa己目印印己巾い

h
b
~
N
S
h
p
m
n
c
Rミ
タ
〉
戸
、
円
何
回
-Z
〉叶

2
g
w
ぐ

oζ
場

Z
0・叶

(HSH)
を
参
照
。
こ
の

特
集
記
事
は
、
一
九
九

O
年
民
事
裁
判
改
革
法
の
制
定
に
よ
り
、
裁
判
所
に
お
け
る

A
D
Rが
改
め
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
対
応

し
て
い
る
。
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
本
稿
「
あ
と
が
き
」
参
照
。

(9)

一
九
七
六
年
の
い
わ
ゆ
る
「
バ
ウ
ン
ド
会
議
」
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
前
掲
注

(
4
)
参
照
。

(
刊
)
ア
メ
リ
カ
法
曹
協
会
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
地
域
的
な

A
D
R
に
よ
る
紛
争
処
理
機
関
の
数
は
一
九
八

O
年
に
は
一

O
O程
度
で
あ
っ
た
が
、
一

九
九

O
年
に
は
四

O
Oを
超
す
よ
う
に
な
っ
た
。
〉
B
R
-
gロ
∞
出
吋
〉

n
o
n
-
R目。
P
H
)目印
U
E
O
河

2
0
-
z
z
o
D
H
v
g
m
B
E
E
S
E
2
2
2
M
N
に
よ

る
。
も
っ
と
も
こ
の
中
に
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
の
上
位
裁
判
所
の
マ
ル
チ
・
ド
ア

1
(多
角
的
な
)
紛
争
処
理
セ
ン
タ
ー
の
よ
う
に
、
裁
判
所

付
置
機
関
と
し
て
の
性
格
の
強
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
最
近
の
傾
向
と
し
て
、
資
金
援
助
と
事
件
送
付
の
両
面
で
裁
判
所
と
の
結
び
つ
き
を

強
め
、
組
織
と
し
て
の
独
立
性
を
放
棄
す
る
セ
ン
タ
ー
が
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
セ
ン
タ
ー
で
用
い
ら
れ
る

A
D
R
の
方
法
と
し
て
は
調
停

が
圧
倒
的
に
多
い
。

ω
2
4そ
・
問
・
ロ

E
w
o
h
w
冨
・
同
内

-HK巾項目印
w
向
。
還
さ

NhSN合、

h
g
H片
町
内
向
誌
な

3
l
h
h
a民
s
h
pさ
せ
お
さ
ま
・
ロ
円
印

2
4何

百円印。

FC叶。
Z
司

O同
CFP
ロ
R
巾
B
σ
q
E
g
w
同門

ω・
別
の
傾
向
と
し
て
、
前
掲
口
町
宮
古
ミ
は
、
セ
ン
タ
ー
の
八

O
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
人
口
一

O
万
人
以
上
の
地
域
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
日
)
小
島
武
司
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
仲
裁
|
法
的
構
造
と
そ
の
示
唆
す
る
も
の
」
法
律
時
報
五
四
巻
八
号
三
四
頁
以
下
ご
九
八
二
)
参
照
。
ち

な
み
に
、

]
ω
・
冨
白
河

EvdD
〉
・
〉

-HN〉
己
待
問
問
∞
回
開
周
忌
〉
Z
前
掲
注

(
6
)
四
一
三
|
四
一
四
頁
に
よ
れ
ば
、
一
九
八
七
年
に
は
五
万
三
千
件

の
事
件
が
付
託
さ
れ
、
そ
の
う
ち
商
事
事
件
が
一
万
二
千
件
以
上
、
労
働
事
件
が
一
万
九
千
件
以
上
を
占
め
て
い
る
。
商
事
事
件
の
た
め
の
仲
裁

人
名
簿
に
は
五
万
人
以
上
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。

北法42(4・112)1070 



裁
判
に
よ
る
紛
争
解
決
の
デ
メ
リ
ッ
ト
と

A
D
R
の
評
価

裁
判
に
よ
る
紛
争
解
決
方
法
に
対
す
る
批
判
は
、

A
D
R
に
対
す
る
評
価
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
主
な
批
判
と
し
て
は
つ
ぎ
の
も
の
が
挙

(ロ)

げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、

アメリカにおける裁判外の紛争処理

コ
ス
ト
と
遅
延
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
①
訴
訟
は
手
続
き
に
か
か
る
コ
ス
ト
が
高
い
、
②
訴
訟
は
紛
争
の
タ
イ
ム

リ
ー
な
解
決
と
な
ら
な
い
、
③
訴
訟
の
遅
延
は
コ
ス
ト
を
さ
ら
に
高
く
す
る
。
第
二
に
、
ア
ク
セ
ス
に
関
し
て
、
①
手
続
き
が
複
雑
で
理
解

し
に
く
い
、
②
高
い
代
理
人
に
依
頼
す
る
必
要
が
あ
る
、
③
知
識
の
差
、
お
よ
び
コ
ス
ト
・
遅
延
の
負
担
力
の
差
に
よ
っ
て
当
事
者
聞
に
不

平
等
が
で
き
る
。
第
三
に
、
法
廷
と
し
て
の
適
格
性
に
関
し
て
、
①
裁
判
所
は
紛
争
の
対
象
で
あ
る
問
題
に
つ
い
て
の
専
門
性
に
欠
け
る
場

合
が
あ
る
、
②
裁
判
所
は
、
当
事
者
間
の
真
の
争
点
を
変
質
さ
せ
て
あ
い
ま
い
に
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
、
③
紛
争
の
「
根
」
に
対
応
す

る
救
済
が
工
夫
で
き
な
い
、
④
対
立
的
雰
囲
気
が
当
事
者
を
引
き
離
し
、
最
善
の
解
決
へ
至
る
努
力
を
阻
害
す
る
。
第
四
に
、
よ
り
広
い
問

題
と
し
て
、
①
対
立
構
造
が
、
当
事
者
の
継
続
的
関
係
を
破
壊
す
る
、
②
本
来
予
防
的
、
総
合
的
問
題
解
決
の
た
め
に
使
わ
れ
る
べ
き
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
、
裁
判
所
の
判
断
が
で
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
の
新
た
な
対
決
に
備
え
る
準
備
に
振
り
向
け
ら
れ
る
。

裁
判
、
仲
裁
、
調
停
、
交
渉
等
の
方
法
の
メ
リ
ッ
ト
お
よ
び
デ
メ
リ
ッ
ト
を
考
慮
す
る
と
、
裁
判
を
含
め
た
紛
争
処
理
方
法
一
般
は
、

ぎ
の
よ
う
な
基
準
を
み
た
す
べ
き
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
①
当
事
者
に
と
っ
て
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
②
当
事
者
の
権
利

を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
③
コ
ス
ト
的
お
よ
び
時
間
的
に
効
率
が
よ
い
こ
と
。
④
当
事
者
に
と
っ
て
も
、
紛
争
の
性
質
か
ら
み
て
も
、

ま
た
社
会
全
体
の
正
義
感
に
照
ら
し
て
も
、

F
町
で
吉
田
仲
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
⑤
判
断
の
終
局
性
と
強
制
可
能
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
こ

と
。
⑥
制
度
と
し
て
の
正
統
性
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
。
⑦
規
範
形
成
を
通
じ
て
社
会
の
正
義
観
が
生
か
さ
れ
る
こ
と
で
、
紛
争
の
予
防
お

よ
び
違
反
の
抑
止
的
効
果
を
有
す
る
こ
と
。

つ
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シンポジウム

注
(
ロ
)
め
町
同
月
ぬ
句
。

F
室
、
ミ
ロ
。
門
巾

ω
由同

N
ω
N
品

(
日
)
め
町
間
閉
山
巾
℃
。
ユ
暗
室
、
ミ
ロ
。
同
巾

ω
白門

E

E
・

連
邦
最
高
裁
に
み
る
訴
訟
の
相
対
化
傾
向

A
D
R
に
対
す
る
全
国
的
な
関
心
の
高
ま
り
の
一
方
で
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
の
最
近
の
い
く
つ
か
の
判
決
は
、
最
高
裁
が
、
連
邦
裁
判

所
の
混
雑
回
避
と
紛
争
処
理
方
法
の
多
元
化
の
た
め
の
政
策
を
推
進
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
八
五
年
の
三
菱
自
動

車
事
件
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
争
点
を
も
契
約
中
の
仲
裁
条
項
に
従
い
仲
裁
裁
判
所
(
日
本
国
際
商
事
仲
裁
協
会
|
た
だ
し
英
語
名
は
そ

の
設
立
時
の
事
情
か
ら
、

ZEE-Dh
。E
E
q
-
n
m亡
町
立
件

E昨
日

0
ロ
〉

g
o
a
E
E
R・
に
な
っ
て
お
り
、
寸
国
際
」
が
な
い
。
)
に
判
断
さ
せ
る
こ

と
を
許
容
し
た
と
し
て
波
紋
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
仲
裁
に
つ
い
て
は
、
三
菱
自
動
車
事
件
の
よ
う
な
国
際
契
約
に
関
す
る
も
の
に
限
ら
ず
、

純
粋
に
国
内
的
な
事
件
に
つ
い
て
も
仲
裁
合
意
の
効
力
を
認
め
る
判
決
が
相
次
い
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
特
定
の
制
定
法
上
の
権
利
に
関
す

る
争
い
に
つ
い
て
も
、
仲
裁
を
認
め
な
い
と
い
う
議
会
の
意
図
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
限
り
、
仲
裁
合
意
を
有
効
視
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
正
式
の
事
実
審
理
に
よ
ら
な
い
判
決
、

れ
つ
つ
あ
る
。

四

い
わ
ゆ
る
サ
マ
リ
ー
・
ジ
ヤ
ツ
ジ
メ
ン
ト
を
容
易
に
す
る
よ
う
な
法
理
も
形
成
さ

注
(
H
)
め
町
町
富
山
門

E
E∞
笠
宮

2
2印
(
U
C
召
。
吋
白
色
。
ロ
〈
・

ω。
-q(い
宵
ヨ
-R七]山、ョ。
c
p
F
n
-
w
む
ω
己・

ω・
2
P
H
C日

ω・
0
ω
ω
品
目
(
巴
∞
印
)
・
本
件
の
背

景
と
他
分
野
に
お
け
る
動
向
に
つ
い
て
は
、
高
桑
昭
「
最
近
の
判
例
」
ア
メ
リ
カ
法

[
1
9
8
6
1
2
]
五一

O
頁
、
五
一
三
頁
以
下
参
照
。

(
日
)
証
券
投
資
の
た
め
の
標
準
的
カ
ス
タ
マ

l
・
ア
グ
リ
1
メ
ン
ト
中
の
仲
裁
条
項
の
有
効
性
を
認
め
、
投
資
家
か
ら
の
証
券
法
等
に
基
づ
く
請
求

北法42(4・114)1072 



アメリカにおける裁判外の紛争処理

を
封
じ
た
列
。
門
玄
関
口
白
骨
心
ロ
ロ
白
印
〈
・

ω町
巾
白
吋
印
。
ロ
¥
〉
ヨ
巾
江
門
出
口
開
討
同
】
吋
S
P
E
n
-
-
E甲
山

凶

(
U

円・

5
H吋
(
邑
∞
由
)
は
、
証
券
法
上
認
め
ら
れ
た
権
利
に

関
す
る
仲
裁
合
意
は
無
効
だ
と
し
た
君
主
S
〈・

ω毛田
P
ω
怠
巴
・

ω
品
目
色
白
ω)
を
廃
棄
す
る
こ
と
を
明
確
に
判
示
し
た
。

こ
の
他
に
、
証
券
取
引
所
法
一

O
条

(
b
)
お
よ
び
「
事
業
へ
の
犯
罪
組
織
等
の
浸
透
の
取
締
に
関
す
る
法
律
」
、
い
わ
ゆ
る
R
I
C
O
法
上
の

請
求
に
関
す
る
も
の
と
し
て

ω
Z
R
Sロ¥〉
B
q
k
g
問問℃
z
a
w
E円
・
〈
冨
円
冨
号
。
P
お
N
C・
ω-NH∞・

5
叶

ω・ハ
U
F
お
お

(
H
S
3、
雇
用
者
年

齢
差
別
禁
止
法
(
〉
m巾
目
印
ロ
ユ
B
E白色
C
D
E
F出立
OMNggH
〉
♀
)
に
つ
い
て
、
。
口
B
2
4・
E
g
g
g
Z
¥』
。
『
ロ
印
。
ロ
戸
田
口
町

(UR?HHHω
・わけ

忌
む

(
5
2
)参
照
。

(
日
)
ア
ス
ベ
ス
ト
訴
訟
の
被
告
が
サ
マ
リ
ー
・
ジ
ヤ
ツ
ジ
メ
ン
ト
を
申
し
立
て
た
事
件
で
、
最
高
裁
は
、
申
立
て
当
事
者
は
、
申
し
立
て
ら
れ
た
当

事
者
が
立
証
責
任
を
負
担
す
べ
き
重
要
な
事
実
に
つ
い
て
十
分
な
立
誌
を
し
な
い
場
合
は
、
そ
れ
以
上
の
事
実
審
理
を
経
る
こ
と
な
く
法
律
問
題

に
つ
い
て
の
勝
訴
判
決
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
し
た
。
~
山
町
町
わ
巾
]
。
広
岡
。
。
召
・
〈
・
わ
え
5
3
w
品コ

C
・
ω・
ωH叶
L
S
ω
・(いけ

N印
お
い
印
印
N

(
同
遺
品
)
・
こ
の
判
決
の
中
で
最
高
裁
は
、
訴
答
手
続
き
が
簡
易
化
さ
れ
た
現
在
で
は
、
サ
マ
リ
ー
・
ジ
ヤ
ツ
ジ
メ
ン
ト
の
申
立
て
が
、
事
実
的
裏
付

け
を
欠
い
た
請
求
や
防
御
方
法
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
サ
マ
リ
ー
・
ジ
ヤ
ツ
ジ
メ
ン
ト

を
規
定
し
た
連
邦
民
訴
規
則
五
六
条
は
、
陪
審
審
査
を
求
め
る
者
の
権
利
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
請
求
や
防
御
方
法
が
事
実
的
基
礎
を
欠
い

て
い
る
と
主
張
す
る
者
の
権
利
に
も
し
か
る
べ
き
考
慮
を
払
っ
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
指
針
を
示
し
て
い
る
の
は
、
先
に
訴
え
る
者

が
法
的
に
も
コ
ス
ト
的
に
も
有
利
に
な
る
と
い
う
最
近
の
ア
メ
リ
カ
法
の
傾
向
に
対
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る

oph
む叶

C
・
ω・
ωH戸

ωN一〉

HO∞
ω
わ同

N印品∞
wN印日目・

五

A
D
R
を
支
え
る
も
の
|
人
、
技
術
、
理
論
、
教
育

ア
メ
リ
カ
で
の

A
D
R
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

一
で
述
べ
た
よ
う
な
社
会
的
背
景
と
と
も
に
、
そ
れ
を
支
え
る
人
の
問
題
、

お
よ
び
さ

ま
ざ
ま
な
技
術
、
理
論
的
背
景
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の

A
D
R
の
も
っ
と
も
強
力
な
担
い
手
は
、
法
律
家
、
な
か
で

も
弁
護
士
で
あ
る
。
そ
の
教
育
訓
練
制
度
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
ロ

l
・
ス
ク
ー
ル
で
は
、
最
近
、
伝
統
的
な
裁
判
・
弁
護
士
実
務
教
育

A
D
R
の
教
育
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

に
加
え
て
、

北法42(4・115)1073 
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筆
者
も
一
九
八
五
年
に
、
ハ

l
ヴ
ァ

l
ド
大
学
ロ

l
・
ス
ク
ー
ル
で
の
ネ
ゴ
シ
エ

l
シ
ヨ
ン
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
た
が
、
従
来

の
当
事
者
敵
対
型
の
交
渉
方
法
に
代
わ
っ
て
、
当
事
者
は
共
通
の
問
題
の
解
決
者
で
あ
る
と
す
る
「
原
則
立
脚
型
」
ア
プ
ロ
ー
チ
が
終
始
強

調
さ
れ
た
。
「
原
則
立
脚
型
ア
プ
ロ
ー
チ
L

に
つ
い
て
は
、
ス
タ
ッ
フ
の
一
人
で
あ
る
フ
イ
ツ
シ
ャ

l
教
授
と
ユ

l
リ
l
教
授
に
よ
る
書
物
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
「
原
則
立
脚
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
対
し
て
は
、
現
実
離
れ
し
て
い
る
と
い
う
批
判
も
強
い
が
、
こ
れ
に
対
し
て
フ
イ
ツ

よ
り
よ
い
交
渉
方
法
に
よ
っ
て
現
実
を
変
え
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
フ
イ
ツ
シ
ャ

l
、

シ
ャ

l
は、

ユ
l
リ
!
と
も
に
、

か
つ
て
の
ソ
ビ

エ
ト
連
邦
と
合
衆
国
間
の
危
機
管
理
の
た
め
の
交
渉
に
携
わ
っ
た
経
験
を
持
っ
て
い
る
が
、
今
か
ら
振
り
返
る
と
フ
イ
ツ
シ
ャ

l
の
右
の
主

張
も
大
い
に
う
な
ず
け
る
も
の
が
あ
る
。

ハ
1
ヴ
ァ

i
ド
・
ロ

1
・
ス
ク
ー
ル
で
は
、

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
や
法
律
実
務
家
向
け
に
も
こ
の
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
恒
常
的
に
開
催

ま
た
他
大
学
と
の
協
同
方
式
に
よ
る
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
オ
ン
・
ネ
ゴ
シ
エ

l
シ
ヨ
ン
L

と
い
う
組
織
が
、
交
渉
に
関
す
る
研
究
・

教
育
お
よ
び
広
報
活
動
に
あ
た
っ
て
い
る
。

し
て
お
り
、

こ
こ
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
新
し
い

A
D
R
教
育
は
、
訴
訟
を
モ
デ
ル
と
し
た
今
ま
で
の
伝
統
的
実
務
教
育
に
替
わ
る
も
の
で
は
な

A
D
R
教
育
は
し
ば
し
ば
法
律
家
、
特
に
現
在
ま
た
は
将
来
の
弁

く
、
そ
れ
と
併
存
し
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

護
士
を
対
象
と
し
て
お
り
、

A
D
R
の
担
い
手
も
圧
倒
的
に
弁
護
士
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

注
(
口
)
国
家
間
の
紛
争
、
衝
突
処
理
を
も
含
ん
だ
紛
争
処
理
教
育
に
か
ん
す
る
最
近
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
大
学
の
専
門
分
野
別
に

み
た
紛
争
処
理
関
係
の
講
義
・
セ
ミ
ナ
ー
の
実
施
状
況
は
、
法
律
関
係
で
二
二
八
コ

l
ス
ご
六
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
)
、
政
治
関
係
で
二
一
六
コ
ー

ス
ご
五
・

O
パ
ー
セ
ン
ト
)
、
社
会
・
人
類
学
関
係
で
九
八
コ

l
ス
(
一
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
)
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
コ
マ

1
ス
関
係
で
九
四
コ

l
ス

北法42(4・116)1074 



アメリカにおける裁判外の紛争処理

ご
一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
)
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
分
野
だ
け
で
全
体
の
半
分
以
上
を
占
め
て
い
る
OMUm-)-唱
己
、
目
見
開
印

O
E↓
5
2
明。同
d
p
p

〉
官
ニ

]
{
由
∞

A
Y

同門品

(
同
)
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
参
加
者
に
は
守
秘
義
務
が
課
さ
れ
た
た
め
、
用
い
ら
れ
た
模
擬
ケ

l
ス
の
詳
細
は
明
ら
か
に
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
概
要
に
つ
い
て
は
次
の
研
究
ノ

l
ト
を
参
照
。
野
村
美
明
「
訴
訟
社
会
と
交
渉
技
術
l
ハ
1
ヴ
ァ

1
ド
大
学
に
お
け
る
実
戦

教
育
に
つ
い
て
」
阪
大
法
学
一
四

O
号
二
三
五
頁
以
下
(
昭
和
六
一
年
)
。

(
四
)
匂
hhHN-md印
居
間
同
除
巧
-
C見
可
唱
の
開
、
Hddzc
、Hcd-虫
色
混
同
)
・
日
本
語
版
は
、
金
山
官
一
夫
、
浅
井
和
子
訳
『
ハ
ー
バ
ー
ド
流
交
渉
術
』
(
一
九

八
二
)
参
照
。
こ
の
書
物
は
日
本
で
も
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
交
渉
に
対
す
る
社
会
的
評
価
が

格
段
に
高
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
。
-m司
C叶
開
河
何
回
。
F
C
4
5
Z
司
C河口
yp
冨
ミ
巴
∞
吋
の
特
集
、

E
C
m
H
H
S
h
s
S
F
M同
H
M、s
a
hミ
ミ
ョ
を
参
照
o

a
a

の開ゴ，
HZの
叶
C
J
同
何
回
ョ
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
批
判
に
対
し
て
、
著
者
逮
は
、
こ
れ
を
取
り
入
れ
た
一
九
九
一
年
の
第
二
版
の
他
、
次
に
掲
げ
る

書
物
で
応
援
し
て
い
る
。
め
町
同
月
・
目
印
刷
由
何
回
除

ωno、
コ
回
目
。
5
4
の
同
d
zの
吋
。
。
開
、
コ
向
何
回
・
∞
2
5
2
c
宮山
F
E
5
5
E
2
5
者
開

Z
開
。
。
、
ロ
再
開

(
呂
∞
∞
)
一
言
白
戸
。
号
4
2の

F
印
4
Z
o
Z
R
2
z
d
zの
き
言
。
-
2
2
口
冒
S
E
2
2
)・

(
却
)
野
村
、
前
掲
注
(
国
)
二
四
三
|
二
四
五
頁
参
照
。

(
紅
)
己
目
的
司
口
、
白
河
何
回
。
F
C
4
5
z
m，。
mdyp
富
田
可
-
E∞
叶
の
五
|
六
頁
、
フ
イ
ツ
シ
ャ

1
、
ュ

l
リ
1
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
参
照
。

(幻

)
Z開。。、
H，E
4
0
2
Z開
当
印
戸
問
、
『
叶
何
回
(
司
g
m
E
B
。ロ

Z
同
問
。
門
広
三
。
ロ
白
門
出
血
コ
ー
同
門
己
戸
担
当

ω円
}Hoo-)u]白ロロ同門可
-
E∞
唱
に
よ
る
。

法
律
社
会
と

A
D
R

ま
と
め
に
か
え
て

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

A
D
R
は
、
最
近
の
訴
訟
の
異
常
な
増
加
現
象
と
そ
れ
に
伴
う
裁
判
制
度
の
機
能
不
全
に

対
す
る
解
決
策
と
し
て
新
た
な
脚
光
を
浴
び
て
き
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
中
で
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
ア
メ

リ
カ
に
お
け
る

A
D
R
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
、

-~、

北法42(4・117)1075

ロ
l
・
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
実
務
教
育
の
重
視
や
、
弁
護
士
の
社
会
的
勢
力
の
強
さ
、
そ

し
て
社
会
の
一
応
の
モ
デ
ル
あ
る
い
は
建
て
前
と
な
っ
て
い
る
リ

l
ガ
リ
ズ
ム
と
原
則
志
向
、
手
続
志
向
の
考
え
方
に
大
き
く
規
定
さ
れ
て

い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
法
律
家
志
望
の
学
生
だ
け
で
は
な
く
、
高
校
、
大
学
で
法
廷
弁
論
術

2
0
2
5
W印
)
の
訓
練
が
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盛
ん
で
、
当
事
者
対
立
型
の
討
論
、
い
わ
ゆ
る
デ
ィ
ベ

l
ト
が
、
教
育
の
場
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
的
に
も
必
要
な
も
の
と
し
て
広
く
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
る
事
情
も
、
こ
の
よ
う
な
社
会
の
建
て
前
を
持
続
さ
せ
る
の
に
貢
献
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ア
メ
リ
カ
の

A
D
R
の
理
念

と
方
法
を
、
「
話
し
合
い
L

の
社
会
、
ま
た
は
談
合
社
会
と
も
い
え
る
日
本
で
参
考
と
す
る
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
日
米
の
い
わ
ば
対
照
的
事

情
を
考
慮
に
い
れ
た
多
角
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

注
(
お
)
社
会
に
お
け
る
デ
イ
べ
!
ト
の
機
能
と
効
用
に
つ
い
て
、
一
般
向
け
に
日
米
比
較
論
を
展
開
し
た
も
の
と
し
て
、
野
村
美
明

3
和
8

の
社
会
と

デ
ィ
べ

1
ト
」
経
済
広
報
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り
一
九
九
一
年
七
月
号
二

O
頁
以
下
、
八
月
号
二

O
頁
以
下
、
九
月
号
一
八
頁
以
下
が
あ
る
。

(M)
た
と
え
ば
、
「
訴
訟
l
仲
裁
l
調
停
|
交
渉
」
と
い
う
こ
で
み
た
図
式
は
、
日
本
の
紛
争
解
決
方
法
を
分
析
す
る
と
き
に
も
用
い
ら
れ
る
が
、
こ

れ
ら
の
方
法
相
互
の
連
続
関
係
は
、
日
米
間
で
は
そ
の
色
調
、
「
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
」
を
ず
い
ぶ
ん
異
に
す
る
。
日
本
に
お
け
る
各
種
調
査
に
よ
れ
ば
、

紛
争
解
決
方
法
と
し
て
も
っ
と
も
好
ま
し
い
と
さ
れ
る
の
は
、
当
事
者
同
士
の
友
好
的
な
「
話
し
合
い
」
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
話
し

合
い
」
は
、
多
く
の
場
合
弁
護
士
中
心
の
ア
メ
リ
カ
型
「
ネ
ゴ
シ
エ

1
シ
ョ
ン
」
よ
り
も
は
る
か
に
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
紛
争
解
決

J
万
法
」
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
ネ
ゴ
シ
エ

l
シ
ヨ
ン

l
交
渉
|
話
し
合
い
L

の
関
係
お
よ
び
こ
れ
ら
と
「
訴
訟
」
の
関
係
を
ど
う

と
ら
え
る
べ
き
か
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る

o
z
。B
C
E
前
掲
注

(
7
)
六
三
頁
参
照
。

あ
と
が
き

し
ば
し
ば
「
訴
訟
爆
発
」
と
表
現
さ
れ
る
合
衆
国
に
お
け
る
最
近
の
訴
訟
の
激
増
と
乱
訴
傾
向
は
、
「
コ
ス
ト
と
遅
延
」
の
増
大
に
み
ら
れ

一
九
九

O
年
以
降
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
改
善
す
る
た
め
の
重
要
な
対
策
が
相
次

る
よ
う
な
裁
判
制
度
の
機
能
不
全
を
急
速
に
助
長
し
た
。

北法42(4・118)1076 



い
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
、
以
上
の
講
演
内
容
を
補
う
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
動
向
を
最
後
に
概
観
し
て
お
き
た
い
。

一
九
九

O
年
一
二
月
に
は
、
民
事
裁
判
に
お
け
る
コ
ス
ト
と
遅
延
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
、
合
衆
国
議
会
が
「
一
九
九

O
年
民
事
裁

判
改
革
法
」
(
わ
守
口

E
E
2
河
丘

2
5
〉
巳
丘
巴
き
)
お
よ
び
「
一
九
九

O
年
連
邦
裁
判
官
増
員
法
」

(
F
P
E
]
』
邑
常
任
芯
〉
♀
え

5
8
)
等
を
包
括
的
に
含
む
「
一
九
九

O
年
司
法
改
革
法

L
G
E
E
m
ニB
℃

5
2
5
8
Z
〉
2
0片
足
き
)
を
制
定
し
た
。

「
一
九
九

O
年
民
事
裁
判
改
革
法
L

(

以
下
「
裁
判
改
革
法
」
)
は
、
裁
判
所
の
権
限
を
侵
す
と
い
う
合
衆
国
司
法
会
議
の
抵
抗
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
連
邦
裁
判
所
に
効
果
的
な
訴
訟
運
営
に
よ
る
費
用
・
遅
延
減
少
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
さ
せ
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。
連

邦
裁
判
所
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
当
該
地
区
の
弁
護
士
お
よ
び
各
分
野
の
主
要
な
依
頼
人
の
代
表
者
を
含
む
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ザ

l
を
選
任
し

判
改
革
法
一

O
三
条
(
N
∞
巴
・

ω
-
n・
主
吋
∞
)
)
、
こ
の
助
言
を
受
げ
て
「
民
事
裁
判
に
関
す
る
費
用
及
び
遅
延
減
少
計
画

L
(
c
i
-
E
E
B

間
同
宮
口
印
巾
自
己

U
m
L
a
F込
ロ
丘
町

8
2
2
)
を
今
後
四
年
以
内
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た

(裁

(
裁
判
改
革
法
一

O
三
条
(
Z
h
H

合
N

)

)

。

アメリカにおける裁判外の紛争処理

議
会
に
よ
れ
ば
、
適
切
な
事
件
に
お
い
て
A
D
R
を
利
用
す
る
こ
と
が
、
費
用
と
遅
延
を
少
な
く
す
る
た
め
の
訴
訟
運
営
に
不
可
欠
で
あ

る
と
い
う
(
裁
判
改
革
法
一

O
二
条
)
。
こ
れ
を
受
け
て
裁
判
改
革
法
一

O
三
条
色
∞
巴
・

ω-n・
閣
当
ω)
が
、
合
衆
国
地
方
裁
判
所
は
前
述
の

「
計
画
L

条
項
の
策
定
に
お
い
て
、
デ
イ
ス
カ
ヴ
ァ
リ

i
(開
示
手
続
)
に
対
す
る
様
々
な
制
限
、
事
実
的
、
法
的
争
点
の
明
確
化
と
並
ん
で
、

「
適
切
な
事
件
を
次
に
掲
げ
る
代
替
的
紛
争
処
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
託
す
る
権
限
L

に
つ
い
て
寸
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
っ
、
[
こ
れ

ら
を
]
含
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
A
D
R
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
、
「

(
A
)
裁
判
所
に
よ
っ
て
す
で

に
指
定
さ
れ
た
も
の
、

(B)
調
停
、
ミ
一
一
・
ト
ラ
イ
ア
ル
及
び
サ
マ
リ
ー
陪
審
審
理
を
含
む
、
裁
判
所
が
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
L

を
挙
げ
て
い
る
。

北法42(4・119)1077 

一
九
九

O
年
に
は
、
以
上
の
他
に
A
D
R
に
関
す
る
注
目
す
べ
き
法
律
が
二
つ
成
立
し
て
い
る
。
第
一
に
、
「
行
政
紛
争
処
理
法
」
が
あ
る
。
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こ
の
法
律
は
、
連
邦
の
行
政
機
関
に
「
迅
速
か
つ
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
紛
争
処
理
L

の
た
め
の

A
D
R
の
方
法
を
用
い
る
権
限
を
与
え
、
こ

れ
を
奨
励
す
る
と
い
う
意
図
で
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
行
政
機
関
が
規
則
を
制
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
対
立
的
(
包

S
E
R
E
-
)

な
制
定
過
程
よ
り
も
参
加
的
で
よ
り
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
過
程
を
奨
励
・
促
進
す
る
こ
と
で
、
規
則
の
執
行
を
容
易
に
し
、
規
則
を
め
ぐ
る

訴
訟
を
減
少
さ
せ
よ
う
と
い
う
、
「
一
九
九

O
年
の
交
渉
に
よ
る
規
則
制
定
法
」

(
z
o
m
E
E
Z
ι
p
-
-
g
g
w
E
m
〉
立
丘

E
S
)
が
あ
る
。

次
に
行
政
府
に
も
注
目
す
べ
き
動
き
が
あ
る
。
一
九
九
一
年
、
大
統
領
の
諮
問
機
関
で
あ
る
競
争
力
委
員
会
の
民
事
裁
判
改
革
部
会
は
、

五
0
項
目
か
ら
な
る
「
民
事
裁
判
改
革
案
」
を
公
表
し
た
。
こ
の
第
一
項
目
は
、

A
D
R
の
自
主
的
利
用
を
促
進
す
る
こ
と
お
よ
び
多
角
的

な
紛
争
処
理
方
法
を
備
え
た
裁
判
所
(
自
己
在
号

2
8号
吾
。

50)
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
項
目
と
し
て
は
、
デ
イ
ス
カ
ヴ
ア

リ
l
の
制
限
(
項
目
六
か
ら
一
四
)
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
の
制
限
(
項
目
二
五
か
ら
二
九
)
、
敗
訴
当
事
者
が
訴
訟
費
用
を
負
担
す
る
原
則
の

採
用
(
項
目
三
六
)
、
立
法
技
術
の
向
上
、
お
よ
び
訴
訟
防
止
の
た
め
の
行
政
府
に
よ
る
法
案
チ
ェ
ッ
ク
(
項
目
五

O
)
等
が
含
ま
れ
て
い
た
。

委
員
長
の
ク
エ

1
ル
副
大
統
領
は
、
ア
メ
リ
カ
法
曹
協
会
の
全
国
大
会
で
こ
の
改
革
案
を
基
礎
と
し
て
、
民
事
裁
判
制
度
の
機
能
不
全
が
ア

メ
リ
カ
の
国
際
的
競
争
力
を
阻
害
し
て
い
る
と
い
う
趣
旨
の
講
演
を
行
っ
た
が
、
そ
の
中
に
「
弁
護
士
叩
き
L

と
と
ら
れ
る
発
言
が
あ
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
そ
の
後
全
国
的
な
デ
ィ
ベ

l
ト
を
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
っ
た
。

プ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
、
一

O
月
二
五
日
、
先
の
改
革
案
を
政
府
レ
ベ
ル
で
実
施
し
、
「
民
間
セ
ク
タ
ー
及
び
各
州
に
お
け
る
訴
訟
実
務
に
関

す
る
同
様
の
改
革
の
た
め
の
モ
デ
ル
を
提
供
す
る
た
め
に
」
、
行
政
命
令
を
発
し
た
。
さ
ら
に
、
一
九
九
二
年
二
月
、
政
府
は
、
右
改
革
案
に

沿
っ
た
連
邦
裁
判
制
度
の
改
革
を
実
現
す
る
た
め
、
合
衆
国
法
典
第
二
八
編
の
改
正
を
中
心
と
し
た
「
一
九
九
二
年
の
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
へ
の

ア
ク
セ
ス
法
」
(
〉

2
2
2
0』
5
t
B
〉
己
え

E
S
)
の
法
案
を
議
会
に
提
出
し
て
い
る
。
右
の
行
政
命
令
が
行
政
機
関
の
法
律
家
を
含
む

行
政
実
務
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
る
か
、
そ
し
て
裁
判
改
革
に
関
す
る
政
府
の
政
策
が
民
間
お
よ
び
州
レ
ベ
ル
に
ど
の
よ
う
な

ア
ク
セ
ス
法
案
の
成
立
を
含
め
、
今
後
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
的
。

北法42(4・120)1078

影
響
を
与
え
る
か
、



アメリカにおける裁判外の紛争処理

注
(
お
)
司
ロ
豆
一
円
「
担
当

Z
0・H
S
E
c
-
H宏
盟
主
・

8
g
-
こ
れ
に
よ
っ
て
合
衆
国
法
典
タ
イ
ト
ル
二
八
の
該
当
箇
所
が
改
正
さ
れ
た
。

(
お
)
め
同
町

ω弓
主
↓
同
月
司

O
E，
Z
0・5
H
品
HAY
〉ロ
m
-
ω
w
H甲山
V
0
・
白
円
少
叶
巾
℃
ユ
コ
同
町
【
同

E
E
S
C口
一
芯
仏
∞
件
同
門
巾
印
わ
。
己
巾
わ
。
ロ
ぬ
円
巾
g-o口出]印ロ【凶

〉円山
5
5
2門司良一〈巾

Z
命
名

m
S
O
N
-
窓
口
・

(
幻
)
裁
判
改
革
法
一

O
二
条
は
、
効
率
的
訴
訟
運
営
の
た
め
の
次
の
四
原
則
を
示
す
。
①
事
件
の
性
質
に
適
合
し
た
処
理
、
②
訴
訟
の
早
期
段
階
で

の
裁
判
官
の
関
与
、
③
正
式
事
実
審
理
前
の
段
階
に
お
け
る
裁
判
官
と
弁
護
士
の
恒
常
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
④
適
切
な
事
件
に
お
け
る

A

D
R
の
利
用
。

(
却
)
め
R
N∞白・

ω-n-m
品叶
ω(
白
)
(
昂
)
・
ミ
ニ
・
ト
ラ
イ
ア
ル
に
つ
い
て
は
ニ

(
1
)
参
照
。
サ
マ
リ
ー
陪
審
審
理
は
、
和
解
を
容
易
に
す
る
と
い
う

目
的
の
た
め
に
、
当
初
連
邦
地
裁
の
ラ
ン
プ
ロ
ス
裁
判
官
に
よ
り
考
案
さ
れ
た
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
多
用
な
形
を
と
り
う

る
が
、
一
般
的
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
評
決
に
拘
束
力
は
な
く
、
簡
易
な
手
続
き
に
よ
り
公
開
法
廷
で
進
め
ら
れ
る
。
代
理
人

だ
け
で
は
な
く
当
事
者
本
人
の
参
加
が
要
求
さ
れ
、
審
理
に
お
い
て
は
双
方
の
主
張
が
圧
縮
さ
れ
た
形
で
提
出
さ
れ
る
。
審
理
は
一
日
程
度
で
終

了
す
る
。
句
mmω
明

Z〉
、
円
開
問
問
。
問
、
H
a
Z
O
H
C
H
2
A
T
〉ロ

m・
ω
L
S
C
巳

N∞
唱
話
相
】
ユ
ロ
片
足

Z
E
S
C
E
R己
ω
g
R∞
わ

O己
巾
。
。
ロ
m
z
n
z口
問
]
白
ロ
仏

〉
円
山
口
】
宮
山
田
可
注
目
〈
巾

Z
9
2
S
O
N
-
由∞

ωH

(
却
)
〉
仏
B
Z
2可白昨日
4m
口町田)己丹市

H
N
g
c
z
z
oロ
〉
口
同
噌
句
ロ
豆
一
門
戸
田

g
H
G
H
l印
印

N-HCAHωgFN叶
ωm-

(
初
)
句
同
町

ω開
HZJ「
何
何
回
》

C
E，
Z
。・

HCHlEω
・
。

2
・
5
・
5
2
出
門
戸
司
巾
円
】
吋
山
口
同
巾
門
同
一
口

E
S
C
E
g門
同
盟
国
件
。
印
わ

O己
巾
わ

ODm叶
巾
印
回
目
。
口
出
]
出
口
己

〉門町
H】
山
口
町
可
即
位
〈
巾

Z四
項
目

ω
S
H・

(

担

)

勺

Z
E
W
F同委

Z
。
HOHt出品∞・

5
ι
ω
円
三
・
邑

S
・

(
位
)
テ
キ
サ
ス
州
の
一
地
方
紙
で
あ
る
〉
ロ

2
5
〉

g
q
w田口
l

盟
国
門
2
5田
口
で
す
ら
、
二
日
に
わ
た
っ
て
「
民
事
裁
判
改
革
案
」
お
よ
び
ク
エ

1
ル

副
大
統
領
の
講
演
全
文
と
弁
護
士
、
大
学
教
授
等
に
よ
る
デ
ィ
べ

l
ト
を
掲
載
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
本
文
の
記
述
は
、
同
紙
一
九
九
一
年
九
月
五

日
号
に
掲
載
さ
れ
た
右
改
革
案
と
講
演
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
。
な
お
、
改
革
案
の
全
文
は
〉
刀

3
0『
仲

間

5
5
5
m
p
g
E巾
三
〆
円
。
ロ
ロ
ロ
ニ
。
ロ

(VOB官庁
E
〈
g
a
m
-
〉
m
g仏
担
問
。
ユ
U
Z己
』

5
片山

nm
伺
え
2
5
E
〉
5
0ユ
門
出
(
己
・

ω・
。
。
〈
巾
5
5
0
E
H
V
-
2
-ロ
m
C
E
2・
E
E
)
一
一
頁
以
下
に
収

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
改
革
案
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
参
事
官
室
「
紹
介
・
経
済
競
争
力
に
関
す
る
大
統
領
審
議
会
の

報
告
書
・
米
国
の
民
事
司
法
制
度
改
革
に
関
す
る
提
案
事
項
」
判
タ
七
七
三
号
三
八
頁
。
今
回
の
デ
ィ
べ

l
ト
で
は
、
政
府
案
が
現
在
の
裁
判
制

北法42(4・121)1079 
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度
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
企
業
の
寸
競
争
力
」
低
下
を
問
題
と
し
、
さ
ら
に
「
依
頼
者
の
利
益
よ
り
も
自
ら
の
営
利
の
た
め
に
必
要
以

上
に
訴
訟
を
す
る
、
も
う
け
主
義
の
弁
護
士
」
に
対
す
る
一
般
大
衆
の
不
信
を
背
景
に
主
張
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
弁
護
士
側
は
、
特
に
消
費

者
保
護
の
観
点
か
ら
、
大
企
業
の
利
益
中
心
に
作
成
さ
れ
た
共
和
党
政
府
案
に
反
対
す
る
と
い
う
構
図
が
み
ら
れ
る
。

(
お
)
明
記
ば
川
口
丘
〈
巾
。
門
広
巾
H

・
2
0・H
N
ゴ
∞
・
印
晶
司
。
己
巾
『
同
】
河
巾

m
u
g『印己申向日
(52)・

(担
)
H
C
N
ロ
円
四
わ
。
口
内
括
的
P

H

甲
山
沼
田

H
N
・色町一山一
E

S

ω

-

N

H

∞。・

(
お
)
民
事
裁
判
改
革
派
に
格
好
の
攻
撃
防
御
方
法
を
提
供
す
る
『
訴
訟
爆
発
』
と
題
す
る
書
物
が
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
出
版
さ
れ
、
デ
ィ
べ

l
ト
を
さ

ら
に
興
味
深
い
も
の
に
し
て
い
る
。
者
同
・

0
5
0
Z
H，
E
ピ
d
g
d
o
z何
百
円

2
5
z一
羽
田
〉
叶
出

E
E
z
g
巧
E
Z
〉

5
E
E
C
Z
F
E
E
B

寸
回
目
山

F
P巧
∞
宮
、
吋

(
5
2
)・
こ
の
書
物
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
り
る
訴
訟
爆
発
の
原
因
を
、
歴
史
、
法
理
論
、
お
よ
び
法
律
実
務
を
中
心
に
、
証
拠

法
、
手
続
法
か
ら
不
法
行
為
法
等
の
実
体
法
上
の
概
念
お
よ
び
最
新
の
判
例
に
至
る
ま
で
多
数
引
用
し
な
が
ら
説
明
し
て
い
く
と
い
う
、
読
み
ご

た
え
の
あ
る
力
作
で
あ
る
。
こ
の
本
は
最
後
に
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
訴
訟
の
引
き
起
こ
す
害
悪
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
社
会
全

体
と
し
て
立
ち
向
か
う
意
志
が
あ
れ
ば
、
「
訴
訟
を
再
び
例
外
的
な
存
在
、
最
後
の
砦
、
わ
れ
わ
れ
の
平
凡
な
生
活
の
端
に
置
か
れ
た
必
要
悪
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
」

「
注
」
お
よ
び
寸
あ
と
が
き
」
の
部
分
の
資
料
収
集
に
は
、
日
米
友
好
基
金
(
の

E
E
Z。
・
出
合
)

お
よ
び
テ
キ
サ
ス
大
学
法
学
図
書
館

の
援
助
を
受
け
た
。

北法42(4・122)1080


